
- 1 -

―「導水路」建設ノーが県民の総意、県知事らはムダ遣いを止めて下さい！―

５／１６（水）住民訴訟・第 1５回口頭弁論が開かれる

“五月晴れ”の下、約 20 人の支援者が参加の事前集会では、小林共同代表より証人喚問をめぐる動

き、長良川市民学習会の武藤さんより「なごや環境大学」や５／１５岐阜県知事交渉（Ｐ4～5 投稿）、春日

井の林さんより「秘密保全法」と「マイナンバー法」にＮＯ！ などの

取り組みが報告・確認しました。

法廷では、裁判長が女性の福井裁判長へ交代。原告陳述は、岩

田 和己さんが商売人としての強烈な原体験から、① 「ムダ遣い」

はダメ ② 「導水路」ノーが県民の総意 ③ 地球環境の保全と県

財政の健全化を実現するために、公正な判決を要望します などと

力強く意見陳述（Ｐ2～3 収録）しました。

裁判の今後について、６／２６（火）に第１回「進行協議」で打合せ

報告集会では、在間弁護団長より法廷でやり取りの「書面」（別冊参照）と、今後の裁判を協議する第

1 回「進行協議」について解説がありました。

冒頭、“水余り”実態を立証する『「導水路」事業・愛知県需給想定調

査 検討書補充版』をミニ学習（Ｐ6～7 寄稿）しました。

次いで、「尋問事項書」（証人、山内克典岐阜大名誉教授と富樫幸一

岐阜大教授への）や、「意見書」（被告側が申請の証人陳述は“準備書

面の引き写し”、一貫して農業用水を担当の B 氏はＨ16 年当時の経緯

を不詳につき“証人として不適格”などと主張）についてレクチュアを受け、

参加者一同大いに理解を深めました。

一方、被告側（愛知県知事ら）は“原告側は主尋問を主張しているに過ぎない”と全面的に反論。主

張が異なる証人尋問について、その打合せを 6／26（火）行うことになりました。

Ｐ１～３ 5／16「導水路」裁判・第 15 回口頭弁論（＆原告・岩田さんの意見陳述書）について

Ｐ４～５ 投 稿＊河口堰開門調査、導水路中止をめざして ･･武藤 仁「市民学習会」事務局長

Ｐ６～７ 投 稿＊市民運動を根絶やしにする「秘密保全法」を止めよう！ ･･濱嶋 将周 弁護士

Ｐ８～９ 寄 稿＊「愛知県需給想定調査」検討書補充版の概要説明 ･･在間 正史弁護団長

Ｐ10～11 寄 稿＊｢設楽ダム｣住民訴訟審の現状と方針について ･･市野 和夫「設楽ダムの会」代表

Ｐ12～14 投 稿＊ダムサイト周辺の地質地盤・現地検証実施を！･･伊奈 紘「設楽ダムの会」副代表

Ｐ15 ＜「新聞」スクラップ 2 題 （①岩屋ダム貯水率･･･ ② 長良川河口堰をめぐる動き）＞

Ｐ16 「イベント」・裁判傍聴の参加、２０１２会費など 会員・支援者の皆さまへお願い

◆「３周年記念＆２０１２総会｣のお知らせ（詳しくは同封チラシを！）

と き・ところ ７／７(土) 午後２～4 時・桜華会館（名古屋市中区）３Ｆ竹の間

導導水水路路ははいいららなないい！！愛愛知知のの会会

会報１５号

ムダにムダを重ねる徳山ダム「導水路」はいらない！ 201２年０６月１３日
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名古屋市瑞穂区内浜町 1—15
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平成２１年（行ウ）第４９号公金支出差止請求事件

原告 小林収外９１名

被告 愛知県知事外１名

意見陳述書

名古屋地方裁判所民事第９部 御中

平成２４年 ５月１６日

原告 岩田 和己

私は、愛知県名古屋市瑞穂区井戸田町に居住し、名鉄堀田駅北の堀田通りで包装資材

商を営む岩田和己と申します。

昭和２１年に南方戦線から復員した親父が創業した縄・ロープ資材販売が家業の基礎

です。昭和２１年といえば、敗戦後世の中全体が大混乱していた時代。物もなく、物さ

えあれば何でも商品になる時代でした。父が自分で使うために作ったわら縄を路上に仮

置きしていたところ、通りがかりの人から売って欲しいと声がかかり、それを譲ったの

が始まりだったと聞いております。

堀田といえば当時、ブラザー、エルモをはじめとした中小企業と町工場がひしめき、

急行が停車の名鉄本線堀田駅と市電の始発終着堀田駅の交通結節点として、人と自転車、

物と自動車がごったがえす一大繁華街でした。また、当店前の堀田通りは今では名古屋

高速・大高線が高架で走り空港線と呼ばれていますが、昔も市内有数の幹線道路です。

立地に恵まれたためか家業は、日本経済の復興と共にお客様に恵まれ、もはや戦後で

はないといわれた昭和３０年代後半には、お客様、仕入れ先のお陰で、母と一緒に子ど

も３人を育て、皆様のお役にたつ会社になってきたかなと思われました。

しかし、そんな父も戦中の軍隊生活のおりかかったマラリアの影響か５０才になった

ばかりの時に心筋梗塞で倒れ、闘病生活を余儀なくされました。

それからの私の生活は１９歳にして、一変し、志望していた大学への進学はあきらめ

夜間大学で経済を学びながら、昼は仕事を覚えるため父の知人の会社で働きました。父

の生きている間なんとか会社は、仕入れ先やお客様に甘えながらやってこられました。

そんな父も５８才の若さで永眠し、私と、姉とで会社を引き継ぎました。

その間、二度のオイルショックや不況の中、包装資材業界は、行政の基準の変化、消

費税導入、消費税率のＵＰ、ゴミ袋の指定化への再三の変化、レジ袋有料化等により悪

影響を受け、在庫負担、売上げの低下など様々な状況に耐えてきました。

３９才の年、本社に店舗用品、包装資材を店頭で売る問屋として店舗を併設、地域の皆

様に必要とされる店、愛される店をめざして何とか利益の出る店になり、１０年後に２

号店を名東区に出店しました。しかし、３０００万ほど投資した名東店も７年後に撤退

することを決断しました。入念なマーケティングに基づき出店した店舗でしたが、バブ

ル経済破綻に伴う景気低迷などもあり、売り上げが需要見込みほど伸びず、地域にとっ

て必要な店となる希望は叶いませんでした。
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その後確かに借入金の返済などで今日までかなり苦労していますが、あのとき思い切っ

た撤退をしなかったらもっと大変なことになっていたと思います。

亡くなった父ですが、青春時代を全て軍隊生活に取られ、国の政策に翻弄された父は、

晩酌が進むほどに、私を膝に抱き上げて戦争体験から、戦争のむなしさ、平和の大切さ、

人々が幸せになるための公共、それを担うために納税がある。そんな話を聞かしてくれ

ました。

やっと経営も超低空ながら安定。法人市県民税は赤字でも払っていますが。事業税等

もまともに支払えるようになり、一企業人として責任を果たせるようになりました。そ

して、新聞、雑誌を丹念に読むことや、友人と会話を楽しむ心の余裕が出来るようにな

りました。

そうした折り、使えなくても何ら不自由しない徳山ダムの貯水を愛知県、名古屋市に

運ぶ導水路事業に愛知県が３１８億円、名古屋市が１２１億円もの大金、それも私たち

県民が必死の思いで支払った血税からムダ遣いすることを聞きつけた私は、すぐさま事

業を中止していただきたいと公金の支出差し止めを求める裁判の原告に応じました。

多くの方々が同じように考えています。それが証拠に一昨年２月のトリプル選挙では

知事に大村さん、市長に河村さんと「導水路」見直しの村々コンビが大勝利でした。

ところが、当の大村県知事は、長良川河口堰の開門調査や設楽ダムの公開講座には熱

意を込めて着手。長良川河口堰の開門調査は県庁内に専門チームを設置するほどの力の

入れようですが、導水路問題には全くの沈黙状態です。民主党然り、選挙時の公約が行

方不明となって多くの有権者が不安を覚える昨今、大村知事は、「導水路」事業を本気

で見直そうとしているのでしょうか？

今年１月の新聞各紙によれば、愛知県の新年度予算は震災、円高の影響か、法人税が

低迷して財源不足が 1,800 億円。また、その対策は更なる県職員の給与削減と県債の発

行増などで乗り切り、大村県知事は月給３割減を継続すると報じられています。

借金を返すために借金を重ねる。これではサラ金地獄に落ち込み、いつか北海道の夕

張市のように何も出来ない自治体になってしまいます。いま必要なことは、ムダな大型

公共事業から手を引くことです。これまで投入してきたお金がムダになる等の考えはさ

らなるムダを作り出す事です。誰のための公共なのか考え直す時が来たのではないでし

ょうか。

導水路建設ノーが県民の総意です。裁判官の皆さま、地球環境の保全と愛知県財政の

健全化を実現するためにも、公正な判決を下されますよう切にお願いいたします。

最後に、父が私につけてくれた名前の由来に付いてお話ししたいと思います。

サンフランシスコ講和条約の締結された年に生まれた私に「講和」と「平和」から１

文字、父が戦争体験で感じたこと、「おのれに誠実であれ、誘惑にめげず自分自身の信

念で生きなさい。」そんな意味が込められた「和己」という名前です。

ありがとうございました。もう一度、裁判官の皆様、公正な判決を下されますよう切

に切にお願いいたします。
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投稿 河口堰開門調査実現、導水路中止をめざして

「長良川市民学習会」事務局長 武藤 仁

役所は新しい年度を迎え動き出しています。岐阜県はこの秋に「国体」というビッグイベン

トを控えています。名付けて「清流国体」。岐阜県で清流と言えば長良川です。

◆岐阜県に要請行動

長良川市民学習会は、5 月 15 日岐阜県庁において古田知事あて「清流国体を機として『岐阜

県の宝・長良川』の清流回復に向けた要請書」と長良川河口堰調査検討会河村議長あて「清流

国体を機とした長良川河口堰『開門調査』実施にかかる要請書」を提出しました。対応者は 4

月に就任した新河川課長（県土整備部次長兼任）の岩﨑さん。国交省治水課から来られました。

私たちは長良川市民学習会を立ち上げてから 4 年を経過しましたが、交渉相手となる 3 人目

の河川課長となります。どの方も、国交省から来られて国交省に戻って行かれます。岐阜県の

河川課長は国交省の役人のポストとなっているのが実態。国交省から見れば岐阜県河川課は、

国交省河川局岐阜出張所なんでしょうね（岐阜県の現知事は経産省、前知事は国交省官僚出身）。

◇ ◇ ◇

課長とのやり取りは１時間でしたが、愛知県の河口堰検証の経過を踏まえ今年こそ河口堰開

門調査に岐阜県が踏み出すことと導水路事業をきっぱり中止することを訴えました。

要請行動は 14 名の参加で行い、そのあと県政記者クラブで記者会見を行いました。記者会

見の目的は、「導水路問題」が凍結という煙幕で忘れられつつあることと担当が目まぐるしく変

わるマスコミ記者に「改めて、導水路問題とは何か！」を訴えるために行ったものです。アピ

ールするために３年間続けてきた水質試験結果（本会報の前号に一部掲載）を発表しました。

10 名を超える記者が関心を持ち熱心に耳を傾けてくれました。翌朝「岐阜新聞」「中日」「毎日」

「朝日」の各紙面に私たちの行動と訴えが掲載されました。

2012.5.16 毎日新聞

2012.5.16 岐阜新聞
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私たちは「愛知の会」のみなさんとともに河口堰開門めざす「よみがえれ長良川！よみがえ

れ伊勢湾！」実行委員会（以下、「よみがえれ」実行委）の活動を進めています。

「よみがえれ」実行委は、12.10 シンポジウムの取り組みの教訓から、河口堰問題を知らな

い若い世代や一般市民とりわけ愛知県民にアピールする活動として、なごや環境大学「よみが

えれ長良川！」や「長良川下流域ヨシ原観察会」を開催しています。

◆よみがえれ長良川！よみがえれ伊勢湾！

なごや環境大学は名古屋市が主催するもので、今年度前期 97 講座あります。そのうち講座「よ

みがえれ長良川！」は私たちが企画運営します。

第１回は、５月 12 日「長良川河口堰と河口の漁業」をテー

マに開催されました。桑名市の赤須賀漁民のシジミ漁船に乗せ

てもらって漁を見学し長良川河口の環境を考えようとするも

のでしたが、当日は「天気晴朗なれど波高し」で船が出られず

（残念無念！）･･････

◇ ◇

急きょ赤須賀漁港の「競り市会場」をお借りして「しじみプ

ロジェクト」の伊藤研司さんから赤須賀の漁業の歴史、長良川河口堰とのかかわりそして現状

のお話を伺いました。漁協青年部のみなさんからたくさん現場の声を聴くことができました。

どのお話も、河口堰が長良川のシジミ漁を大きく傷つけている生々しい話でした。一方で、希

望を持って様々な取り組みをされている姿勢が印象的でした。

◇ ◇ ◇

第２回は、６月３日「源流の山と森」をテーマに岐阜県郡上市の山林を大原林産の小森胤樹

さんの案内で見学し、森林の見方を学びました。

林業を進める立場から小森さんは日本の森林行政の問題に

ついても鋭く意見を述べられ、参加者は、森林の中で「目から

ウロコ！」「知らないことばかり」「とっても勉強になった。」

と感嘆の声を連発していました。

◇ ◇

第３回は、７月 15 日「長良川リバーツアー」。長良川河口

堰建設に反対する会の指導で、長良川中流をラフトで下るイベ

ントを予定しています。

◇ ◇ ◇

また「よみがえれ」実行委は、全国で取り組まれている「湿地のグリーンウエイブ」に連携

し「長良川下流域ヨシ原観察会」を５月 26 日に開催しました。

千藤克彦先生（元長良川下流域生物相調査団）の指導で河口

堰が生物にどう影響を与えているのか長良川、木曽川、揖斐川

を比較して観察しました。長良川と揖斐川の背割り堤ではヨシ

原に入って、ベンケイガニの生息状況を観察しましたが、生息

状況に歴然の差があることが分かりました。長良川は未来の無

い生物の「限界集落だ！」の参加者の声に、「河口堰を開門す

ればよみがえりますよ。」と千藤先生は応えられました。

◆「長良川河口堰最適運用検討委員会」がスタート

河口堰の検証をめぐって大村知事が提案する国との「合同会議」設置の話はまだはっきりし

た状況が見えません。しかし、６月 14 日には、愛知県土地水資源課が事務局となる「長良川河

口堰最適運用検討委員会」がスタートします。

確実な一歩の始まりです。この夏も昨年同様、熱い議論の夏になりそうです。河口堰関門調

査実現と導水路中止の世論を盛り上げましょう。
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本「検討書補充版」は、第１５回口頭弁論へ原告側弁護団が提出の甲 24号です。

寄 稿 ｢導水路」事業・愛知県需給想定調査

検討書補充版ついて、概要を説明します！

（「導水路」裁判・弁護団長） 在間 正史 弁護士

１ 愛知県需給想定調査とその検証方法

2004 年に全部変更された第Ⅳ次木曽川水系水資源開発基本計画（フルプラン）は同年の愛

知県の需給想定調査の内容を全面的に採用しています。

同調査によれば、愛知用水地域での基準年 2000 年の需要（日

平均給水量 436.2 千 m3、日最大給水量 521.0 千 m3、最大河川取

水地点取水量 6.79m3/s）は増加し、2015 年における需要が日平

均給水量 489.9 千 m3、日最大給水量 616.6 千 m3、最大河川取水

地点取水量 8.25m3/s となると想定し、徳山ダムに確保される愛

知県水道用水は、この最大河川取水地点取水量に対する近年

2/20 規模渇水年の安定供給水源（供給量 1.63m3/s）とされてい

ます。

国土交通省中部地方整備局 検討書補充版は、現時点における最新の資料である2010年度
『第６回木曽川水系流域委員資料－３』に加筆 の実績値に基づいて、愛知県需給想定調査の想定値が実績事実に

裏付けられているか検証したものです。本稿では紙幅の関係で需要想定について解説し、さら

に突っ込んだ供給と比較した需給の検討については、来る 7月 7日（土）開催の総会・30周年

記念講演で解説いたします。

２ 需要想定の検証

(1) 給水量

2010 年までの実績は、図に示したように、日平均給水量では、1992 年まで増加を続けてい

ましたが、1993 年に 415.5 千 m3 となった後、増加傾向が鈍化して基準年の 2000 年に 435.9 千

m3 となって以後は横ばい傾向で、2004 年に 437.6 千 m3 となった後は減少し、2007 年に 434.2

千 m3、2010 年に 430.5 千 m3 と横ばいです。

日最大給水量では、1992 年の 517.0 千 m3 が最大で、以後は微減して、2000 年からは 2010

年に至るまで 50万 m3 程度で横ばい傾向です。

これに対して、2015 年想定値は、日平均給水量は 489.9 千 m3 であり、2010 年（実績値 430.5

千 m3）までの実績の傾向とは乖離していて、実績事実の基礎づけを欠き連続性が認められませ

ん。また日最大給水量 616.6 千 m3 は、一層 2010 年（実績値 499.1 千 m3）までの実績傾向より

も乖離していて、実績事実の基礎づけを欠き連続性が認められません。

給水量の 2015 年想定値は、2010 年までの実績傾向とは乖離していて不連続に急に上昇する

ことになり、実績事実の基礎づけを欠いていて過大な値となっています。

(2) 負荷率

愛知県水需給想定調査の水需給比較は、需要量は日水量についての最大水量によっていま

す。平均水量を負荷率（平均水量/最大水量）で除して当該年で最大となる日の水量（給水量で

あれば最大給水量、取水量であれば最大取水量）を求めて、これと供給量とを比較しています。
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図から明らかなように、愛知用水地域の最大給水量と平均給水量との差は、2015 年想定値

は、実績と比べると、2010 年の前 10 年間の実績値より大きく、特に最近の傾向を示す近年 5

年と比べると一層大きくなっています。

図のように、負荷率は、1995 年以前は 0.8 を下回る年がありましたが、1996 年以後の 2010

年までの推移は、2004 年までは 0.83 前後と高くなり、2005 年からは一層高くなってほぼ 0.85

を超えるようになっています。負荷率は、1996 年、さらに 2005 年を境にして顕著な変化が生

じ、大きくなってきているのです。

愛知県需給想定調査で用いられた負荷率は 0.795 で、2010 年からは 15年以上も前の古い値

であり、最近のほぼ 0.85 を上回る傾向とは異なる低い値です。その結果、最大給水量と最大取

水量が大きな値となるように計算されているのです。

図のように、最大給水量の 2015 年想定値が実績と大きく乖離して実績事実の基礎づけを欠

く過大な値となっている大きな理由はこれにあります。

３ 需要想定の適正な修正

日平均給水量の 2015 年想定値は、実績に基づいて適正に修正すると、給水量が大きくなる

「安全側」の値をとったとしても、基準年の 2000 年以降の最大値である 2004 年の 438 千 m3

を用いるのが相当です。

負荷率の実績値は段階的に上昇して 2005 年以降はほぼ 0.85 を上回るようになっています

ので、この実績事実に基づいて修正し、最近の近年 5年間最小の 2008 年の 0.846 にしますと、

日最大給水量は 518 千 m3となり、想定値の 616.6 千 m3 より約 10万 m3 も少なくなります。

図で一層明らかなように、愛知県需給想定調査の 2015 年需要想定値は実績と乖離した過大

なものであることが分かります。

供給可能量は、水資源開発施設の水源は取水が可能な牧尾・阿木川・味噌川（西三河送水なし）のダムである。水量は「国土審議

会水資源開発分科会第２回木曽川部会資料 6」2004.4による。

愛知県『愛知県の水道』、『木曽川水系水資源開発基本計画需給想定調査・調査票』2004.3 より作成。
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投 稿 市民運動を根絶やしにする「秘密保全法」を止めよう！

（「導水路」裁判弁護団）弁護士 濵 嶌 将 周

◇ はじめに

この度は、「導水路はいらない！愛知の会」に、「秘密保全法に反対する愛知の会」の

団体会員になっていただき、ありがとうございます。

私濵嶌は、「秘密保全法に反対する愛知の会」の事務局長をしております。そこで、「導

水路はいらない！愛知の会」のニュース紙面をお借りして、皆さんに対し、秘密保全法の

問題点と、「秘密保全法に反対する愛知の会」の活動の様子をお伝えいたします。

１ 「秘密保全法」の成立が迫っています

政府の有識者会議は昨年８月、「秘密保全のための法制の在り方について（報告書）」

を政府に提出しました。これを受けて政府は、「秘密保全法」の整備が喫緊の課題である

としています。懸念されていた今国会中の法案提出は見送られましたが、次期国会にも提

出する構えを見せており、予断を許しません。

２ 「秘密保全法」には極めて多くの問題点があります

少し上の世代の方なら、かつて国会に提出されたものの国民の強い反対で廃案となった

国家機密法（スパイ防止法）案を思い出されるかもしれません。今回の秘密保全法も同様

の、あるいはそれ以上の問題があります。問題点のキーポイントは、①「特別秘密」の指

定、②「人的管理」、③罰則の強化です。

詳しくは愛知県弁護士会意見書・自由法曹団意見書等をご覧いただきたいのですが（す

べて後記の「秘密保全法に反対する愛知の会」のブログから拾うことができます）、おお

よそ以下のような問題です。

(1) ①何が「秘密」か

「特別秘密」の対象となるのは、ⅰ国の安全、ⅱ外交、ⅲ公共の

安全及び秩序の維持の３分野です。かつての国家秘密法ですら対象

としていなかったⅲの分野が挙げられていることには、とくに注意

が必要です。これでは例えば、原発事故に関する情報だって、「放

射能の汚染状況が正確に国民に伝わればパニックが起きるから、

『公共の安全及び秩序の維持』のために『特別秘密』としておこう」

とされるかもしれません。

しかも、具体的な「特別秘密」事項を指定するのは、当の行政機

関だというのですから、いわば決めたもん勝ちです。本来国民に知

らされるべき重要情報が、行政の都合で「特別秘密」にされてしま

うことは間違いないでしょう。

(2) ②どのように秘密を「管理」するか

秘密の「管理」については、「人的管理」の必要性を強調しています。これは、秘密を

取り扱う業務に従事する人について、学歴、国籍、海外渡航歴、活動歴、病歴、経済状況

等々を詳細に調査し、配偶者等についても調査して、情報漏洩のリスクが高くないかチェ

ックしなさいというものです（これを「適正評価制度」といいます）。調査対象者のプラ

イバシーなどまったく顧みられず、その結果に基づいて“区別”されるわけです。
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また、調査の対象となる本人は、なにも国家公務員に限ったことではありません。現在

では、国のさまざまな事務や権限が地方公共団体に委譲されたり、民間に委託されたりし

ていますから、地方公務員や民間企業労働者、ＮＧＯ職員も対象となりえます。配偶者等

についての調査もあわせ、皆さんも知らず知らずのうちに調査されているかもしれません。

(3) ③どのような行為が「処罰」されるか

秘密の故意（わざと）の漏洩のみならず、過失（うっかり）の漏洩も処罰の対象とされ

ます。また、漏洩行為についての独立教唆（そそのかす行為）、扇動（あおる行為）、共

謀（相談や議論）や、さらに「特定取得行為」と称する秘密探知行為と、それについての

独立教唆、扇動、共謀をも処罰の対象としています。これでは単純な取材行為だって、市

民の正当な情報公開を求める行為だって処罰対象となりかねません。

前述の「特別秘密」の範囲の曖昧さとあわせ、何をしたら処罰されるかは非常に不明確

です。記者の取材活動や市民運動に対する萎縮効果は非常に大きく、市民の知る権利が著

しく侵害されることは明らかです。

３ 秘密保全法制の成立を阻止しましょう

以上のように、今検討されている秘密保全法制は、非常に危険な仕組みです。

とにかく、「秘密保全法」が成立すれば、報道機関の取材活動が著しく制限され、市民

の知る権利が著しく侵害される一方で、市民はプライバシー情報を政府に入手されて監視

される、そんな息苦しい世の中になってしまうのは明らかです。

ただでさえ、これまでの政府は、市民に明らかにしても構わないはずの情報、市民に明

らかにすべき情報を隠してきました。地道に環境問題等に取り組んできた皆さんも、何度

か腹立たしい思いをしてきたのではないでしょうか。そんな

政府に「秘密保全法」というアイテムを与えてしまうのは、

例えは悪いかもしれませんが、「盗人に追い銭」でしょう。

民主的な国家のために大切なことは、秘密の保全ではなく、

情報の公開のはずです。

このような秘密保全法の成立を阻止すべく、市民から「反

対！」の声を上げようと、弁護士・市民の有志で立ち上げた

のが「秘密保全法に反対する愛知の会」です。

「秘密保全法に反対する愛知の会」は、これまで、隔週で街頭アピールを続けてきたほ

か、独自の学習会の開催、各地学習会への講師派遣等の活動を続けてきました。これまで

の活動・今後の活動について、ブログ(http://nohimityu.exblog.jp/)をご覧ください。

◇ おわりに

せっかく「導水路はいらない！愛知の会」にも団体会員になっていただきましたので、

是非、「導水路はいらない！愛知の会」でも会内学習会を企画していただければと思いま

す。よろこんで講師をさせていただきます。また、「導水路はいらない！愛知の会」の会

員の皆さんにおかれては是非、「秘密保全法に反対する愛知の会」の個人会員にもなって

ください。

皆さん一緒に反対の声を上げ、秘密保全法の成立を阻止しましょう。

お待たせしました！ ～風媒社より全国民必読のブックレットが堂々出版～

中谷雄二・近藤ゆり子共著｢これでわかる！秘密保全法の本当のヒミツ｣

＜媒社刊＞定価６３０円（予定価格）・７／１３（金）より販売予定
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【設楽ダム建設事業公金支出差止事件】

住民訴訟控訴審の現状と方針について
（「設楽ダムの建設中止を求める会」代表 市野 和夫

＜控訴審の経過＞

2007 年 4 月に名古屋地方裁判所に提訴し、2010 年 6 月 30 日に、設楽ダム基本計画等

に予算執行上見過ごせない瑕疵があれば違法であるとし、愛知県の水道用水の需要予測が

過大であることを認定しながら行政裁量を無限定に認めた 1 審判決を受け

て、現在、名古屋高裁において控訴審が進められています。

去る 6 月 5 日に第 7 回口頭弁論がありました。これまでに住民側から 7

本の準備書面と現地検証の実施を求める書面 1 通を出しました。これに対

して愛知県側から 6 本の反論書面と意見書が 1 通出されています。

＜控訴審で公金支出差止判決をめざすために＞

控訴審では、１審判決のような行政裁量を無限定に認めることのないように、裁量権の

範囲について、最高裁の判例に基づいて明確にしました。すなわち、公金支出の根拠とな

る設楽ダム基本計画（および、その基礎となっている豊川水系河川整備計画と豊川水系水

資源開発基本計画）について基礎とされた重要な事実について、誤認等があることにより

重要な事実の基礎を欠く場合、または、判断過程において考慮すべき事がらを考慮しない

こと等により社会通念に照らして著しく妥当性を欠く場合に、行政裁量の範囲を逸脱する

ものと判断しなければならないと主張しています。

＜控訴審での立証、主張＞

その上で、設楽ダム計画の根拠とされている重要な事実の基礎が欠けていて、または、

考慮するべき点が考慮されていなかったりして著しく妥当性を欠いて、裁量範囲を逸脱し

ていることを証拠に基づいて、明らかにしてきました。

◇ ◇ ◇

すなわち、設楽ダムの建設根拠とされている、①「水道用水の不足」はないこと、②不足

するという根拠を導き出した前提としての「小雨化傾向」は事実ではないこと、③「新規

かんがい用水」の必要量を求める計算に間違いがあり正しく計算すればかんがい用水の不

足はないこと、④設楽ダムの貯水容量の大半を占める「流水の正常な機能の維持容量」の

基礎とされる「豊川のアユの産卵場所・条件」や、「豊橋市の水道水源の塩水化」について、

根拠とされる事実の基礎を欠いていること、⑤「大野頭首工下流の瀬切れ」は、「大野地点

で全量取水せず、下流の牟呂松原頭首工でその分を取水して豊川用水東部幹線に既存設備

を使って送水する代替案」が考慮されていないこと、⑥洪水対策として設楽ダムを含む現

行河川整備計画を策定する際に極端な「河道全掘削」「河道内樹木の全伐採」という案は検

討したが、実現性のもっとも高い「部分的な（河道掘削＋樹木伐採）」案を考慮しなかった

ことは社会通念上著しく妥当性を欠いていること、⑦ネコギギ保全の実効性が担保されて

いないなど、証拠・根拠を示して明らかにしてきました。

◇ ◇ ◇

加えて、国土研の地質調査結果を踏まえて、ダム建設予定地は、深部まで亀裂が発達し、

風化が進み、規模は大きくはないが複数の断層破砕帯が通り、火成岩の貫入による熱変性

をも受けて崩れやすいことから、ダム建設事業の前提が整っていないと主張しました。
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＜現地検証の実施を求めて＞

今後、弁護団と原告・支援者の組織である設楽ダムの建設中止

を求める会は、愛知県側の反論に対応するとともに、現地検証の

実施を強く求めてまいります。

現地検証では、豊川水系の治水、利水、環境について、要所を

下流から上流まで視察する予定です。裁判所が現地の状況・事情

を十分に踏まえた判断をするために、現地検証は必要不可欠です。

皆様のいっそうのご支援をお願いします。

追 記

① 豊川水系フルプランの中間点検が行われています。

2012 年 3 月 19 日に、豊橋市内で、国土審議会水資源開発分科会豊川部会が開催されま

した。これは、豊川水系水資源開発基本計画（豊川水系フルプラン）の全部見直しが行わ

れて 5 年経過したので、中間点検を行うためのものです。

◇ ◇ ◇

今回の見直しのための審議会豊川部会は数回会合を重ねるということで、3 月 19 日はそ

の第一回目で、現地視察を行うことが目的の一部となっているため、豊橋で実施されたも

のです。フルプランは、設楽ダム計画の基礎の一部となっているので、水道用水の過大な

需要見通しや、小雨化傾向の事実はないこと、かんがい用水の新規開発水量を求めた算式

に誤りがあること、などについて、見直しがなされる必要があります。

◇ ◇ ◇

「中止を求める会」として、部会長および事務局（国土交通省土地水資源部）に意見書

を送付し、次回の会合前に配布してもらうよう、申し入れを行いました。部会長から、事

務局に配布するように指示した旨、返事をいただいています。

② 愛知県主催「とよがわ流域県民セミナー」（設楽ダム連続公開講座）

2012 年 3 月 26 日の第１回から 6 月 8 日の第 4 回まで、公開で運営チーム会議が重ね

られてきました。これまでの愛知県の主催の審議会等と

は異なって、傍聴者にも発言する機会が会議終了直前の

限られた時間、確保されています。

◇ ◇

原告を報告者から“排除”という誤った方針が貫かれ

ていますが、「設楽ダム」事業について、県民に広く知

ってもらう目的を掲げて取り組まれるセミナーです。

限界を承知しながらセミナーに参加して、可能な限り

「事業」に対する批判的・科学的な内容の報告に対する

応援をし、私たちの意見表明をしていくべきと考えます。

◇ ◇

第 1 回のセミナーは、7 月 28 日（土）13～16 時、豊

橋市内（会場は愛知大学の予定）で開かれます。

テーマは「とよがわ流域ってなに？」です。講師は、

２０１２／６／９中日新聞・県民版 藤田佳久氏、および蔵治光一郎氏のお二人です。



- 12 -

６／５（火）「設楽ダム」控訴審・第７回口頭弁論を傍聴して

「設楽ダム」は、深刻な環境問題に加えて、地元ではダムサイトの地盤構造を危惧する

声が上がっています。昨年実施の専門家による調査では＜地質は脆く、ダム建設により大

規模な岩盤崩壊や水漏れを引き起こす恐れ有り＞、事実は噂通りと判明しました。

先の第８回口頭弁論では、「現地調査」の実施採用を巡って被控訴人（県知事ら）側と

厳しく準備書面などをやり取りしましたが、同法廷では「設楽ダム建設中止を求める会」

の伊奈 紘 副代表が心を込めて力強く「控訴人意見陳述」をされました。ご本人との懇談

で、見だしと資料を付けて再録します。 （共同代表・事務局長 加藤 伸久）

―設楽町民はダム建設にずっと反対してきました―

ダムサイト周辺の地質地盤について現地検証の実施を！

「設楽ダム建設の中止を求める会」副代表 伊奈 紘

私は、岡崎市に生まれましたが、昭和 43 年に新任教諭として北設楽郡に赴任し、昭和

47 年から今日まで 40 年間設楽町田口に住んでいる者です。

１ 実は現在の設楽ダムは 3 度目の計画です

（１）発端は昭和 24 年 農業水利事業として、田口ダムと宇連ダム案が検討されたが、

田口鉄道の付け替え問題があり、宇連ダム案に決定され、消滅した。

（２）2 度目は昭和 36 年 電源開発に伴う設楽ダムが持ち上がるが、地質調査の結果、

建設は困難と判断され、昭和 38 年には早々の立ち消えとなった。

（３）現在の設楽ダム計画は 3 度目。昭和 45 年に計画された。

われわれ設楽町民は都合 63 年間、ダム問題に振り回されてきたことになる。

２ 設楽町民はダム建設にずっと反対してきました

（１）設楽ダム建設反対連絡協議会が発足したのは、2 度目のダム計画が持ち上がった

昭和 37 年（５０年前）。この時、町長は「反対意見書」を知事に送付した。

（２）最も反対が激しかったのは、昭和 48 年（39 年前）。県が調査協力を町に求めた

時である。町民 5,158 人の署名による建設反対の請願書が、県議会議長に提出され、

49 年 6 月の町議会で「設楽ダム反対についての決議」が満場一致で採択された。

（３）しかし、県は設楽ダムをあきらめず、昭和 55 年に国道 420 号線バイパス工事の

ためと嘘を言って、航空測量を求めてきた。このあたりから町は非常に苦しい立場

に置かれた。絶対反対派、あきらめ派、積極的に受け入れ町の活性化に生かそうと

いう派にわかれ、揺れ動く。

３ 転機は昭和 62 年（25 年前）でした

（１）県の要請が激しく、町はやむをえず、「調査はさせるが建設はさせない」という

屁理屈で、航空測量を受け入れた。結果、これが大きな過ちであった。
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（２）平成 3 年には「設楽ダム建設反対連絡協議会」が解散され、新たに「設楽ダム対

策協議会」が発足し、いつの間にか、あきらめムードが漂い始め、条件闘争に変遷

し始める。

４ このころから住民への情報が次第に遮断されるようになる

（１）設楽ダム対策協議会は、国土交通省がその経費をすべて賄い、水没者や地権者以

外には情報がまったく伝わらない状況になる。

（２）平成 8 年 設楽ダムはそれまでの計画、8,000 万トン ロックフィルダムから総

貯水量 1 億トンの重力式コンクリートダムに変更されたが、なぜか、そのわけは、

町民の誰もが知らなかったし、現在もこれを十分説明できる人はいない。

５ 平成 20 年政権交代の予感がしたのか、設楽ダム建設は大きく動き出した

（１）町はそれまで、ダム建設受け入れの条件としてきた 37 項目をあっさり引っ込め、

確約事項を 7 項目に絞り、国、県とあわてて建設同意書を交わそうとした。

（２）町の将来を左右する大問題だと、私たちは住民投票を求めて署名集めをする（約

1,500 名の署名）が、署名集めの期間中に、推進派のグループが住民投票をさせな

い請願書の署名集めをするなど、あからさまな妨害活動が行われた。

（３）住民投票に先立って町内１３箇所で行った設楽ダム学習会開催には、国交省・県

職員による妨害活動まで行われた。

６ 設楽ダム建設は、設楽町の発展につながるというのは幻です

（１）建設会社や、水没者、地権者に一時、お金が入り、潤うかもしれないが、町の人

口が減り、町は確実に衰退する。

（２）ダム建設受け入れの見返りに町が要求した箱物は、分不相応で、利用価値が疑問

視されるものばかりで、今後の維持管理費は残された住民の負担になる。

（３）多額の補助金や交付金のせいで、自らの手で町を活性化しようとする住民の意欲

を喪失させてしまう。

（４）設楽ダムは発電や工業用水に使われないため、できてしまった後は、地元設楽町

にとってほとんどメリットはない。

７ 裁判官にお願いしたいこと

（１）ダム建設には多額の血税を注入しなければなりません。計画から４０年以上経過

し、水環境が大きく変化した現在、設楽ダムが今も本当に必要なものなのか？を改

めて冷静に考えてほしいと思います。

（２）そのためには、建設の元になって

いるデータの信憑性や裏づけの根拠

を正確に分析して、正しい判断をし

てほしいと思います。

（３）環境問題や経済問題などダムにま

つわる課題は沢山ありますが、一番

大切なことは人の命です。ダムがで

きることによって、流域に住む人々

の生命や財産が守られると考えるの

は短絡的です。かえって人の命が危

機にさらされると私は心配します。
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（４）ダムサイトの岩盤の脆弱性、ダム

湖からの水漏れ、湖岸の地すべり、

大地震が起きたときの危険性などを

専門家が指摘しています。深刻な問

題です。危険性が大きいと指摘され

る場所に、あえて不要なダム建設を

行い。万一大きな事故が発生した時

どれほどの犠牲者が出るのか、考え

ただけでぞっとします。ＧＯサイン

を出した方はその責任を取れるので

しょうか。福島原発と同じ恐怖を私

は感じます。

（５）そのためにも、裁判官におかれま

しては、現地をつぶさに視察して頂

き、ご自分の目で、肌で現実を感じ

取ってほしいと思います。事実は一

つです。

（６）われわれ設楽町民はもとより、豊川の流域住民が末永く、豊かな自然の中で、平

和な暮らしをし続けられるように、どうか賢明なるご判断をしていただけますよう、

切に心よりお願い致します。

追 記 現 地 調 査 をしないようにの愛 知 県 の意 見 書

控訴人側が要請の現場検証に対して、被控訴人（愛知県知事ら）側より想像を絶する

「意見書」が提出されました。私伊奈 紘 が一番腹が立ったのは、「検証の不要性」をあ

れこれ述べる独自の見解です。原文でそのまま載せます。どう思いますか？

････（前文省略）････

(3) 控訴人らは更に、ダム建設予定地付近の地盤構造に係わる立証趣旨として「設楽ダム

建設予定地は、破砕帯を伴う断層が通っており、また不安定な風化層、不安定な強風化地

塊が存在し、ダム基盤が安定を保つことは想定できず、ダム建設を避けるべき場所である」

ことを挙げている。

しかし、被控訴人らが当審における準備書面 2 及び準備書面 6 において詳述したとおり、

設楽ダムの建設予定地がダム建設に不適切であるとする事情は認められず、さらに、控訴

人らの主張は、自らボーリング調査を行った結果に基づくものでもなく、主に国土交通省

の調査結果を自らに有利なように曲解した上でなされた独自の見解に過ぎず、そのような

控訴人らの独自の見解を確認したとしても、本件の争点を明らかにすることができる証拠

資料が収集できる可能性など皆無であるから、ダム建設予定地付近の地盤構造について、

そもそも検証の必要性が認められないのである。

５ 結語 以上より、本件検証の申し立てに係わる検証は、証拠調べの方法として全く不

適切であり、またこれを行ったとしても、本件の争点を明らかにすることができる証拠資

料が収集できる可能性など皆無であることはあきらかであるから、本件検証の申し立ては

如何なる意味においても必要性が認められず、採用の余地はないのである。 以上

お願い 名高裁・林道春裁判長あて「現地検証」要請ハガキにご協力を！

現在、次回裁判（８／２０）に向けて現地検証要請ハガキを取り組んでいます。「導水

路はいらない！愛知の会」の皆さま、同封のハガキ（切手はカンパで）にて、ご協力の

ほどよろしくお願いします。･････「設楽ダム建設の中止を求める会」奥宮事務局長 発
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長
良
川
河
口
堰
運
用

合
同
会
議
を
設
置
へ

国
と
愛
知
県
が
合
憲

愛
知
県
の
大
村
■
葬
章
知

事
は
十
四
日
の
定
例
虎
者

会
見
で
、
長
良
川
河
口
堰

の
運
用
方
法
を
頼
嗣
す
る

占
同
会
沼
を
設
服
す
る
方

向
で
、
国
土
交
通
省
中
部

地
方
艶
聞
闇
と
合
意
し
た

と
明
ら
か
に
し
た
。
合
同

会
議
の
論
点
な
ど
を
話
し

合
う
鮨
備
会
議
を
今
月
中

に
も
開
く
。

大
村
知
事
と
名
古
屋
市

の
河
村
た
か
し
市
長
は
昨

年
二
月
の
知
事
・
市
長
選

で
、
河
口
堰
の
開
門
摘
杏

を
公
約
に
縄
は
た
り
愛
知

県
の
有
識
者
会
議
ほ
う
き

一
月
、
閉
門
況
重
の
可
否

に
は
持
み
込
ま
ず
、
合
同

会
議
の
設
置
を
県
に
紀
云

し
て
い
た
。

中
郡
地
艶
は
「
今
の
運

用
が
表
題
」
と
の
立
場

で
、
三
態
、
楼
缶
両
県
も

塩
客
の
僅
念
な
ど
か
ら
関

門
調
査
に
反
対
し
て
い

る
。
台
同
会
議
が
段
臆
さ

れ
て
も
、
関
門
調
査
の
実

説
は
笛
舅
で
な
い
と
み
ら

れる。

長
良
川
河
口
堰
で

地
元
と
意
見
交
換

中
郡
地
藍
な
ど

鱒
工
交
通
省
中
部
撃
乃

軟
便
絹
と
水
資
清
和
冊
は

十
六
弓
三
詔
園
桑
名
市

に
お
る
長
良
川
河
口
増
で

の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
増
作
の
運

用
な
ど
に
つ
い
て
、
捜
元

関
係
者
と
の
素
見
交
讐
「
一

を
市
内
で
聞
い
た
。

水
谷
元
桑
名
市
唇
三

彗
愛
知
崗
撃
や
名
古
届
」

恵
瑚
員
、
浄
協
関
係
苛
つ

二
十
六
人
が
出
巧
中
部

地
方
史
傍
局
の
田
村
秀
美

河
川
郡
長
が
「
塩
水
の
遊

上
一
…
止
と
い
う
若
菜
の
E

約
を
隼
汚
し
な
か
ら
仙

届
、
頂
東
面
に
醗
覆
し
た

沸
堕
と
し
て
い
き
た
い
」

全
の
た
め
、
昨
年
四
月
か

ら
ゲ
ー
ト
を
上
げ
て
一
時

的
に
放
汽
土
を
泡
や
す
フ

ラ
ッ
シ
ュ
操
作
の
回
紋
を

生
動
m
調
査
の
拡
充
養
求

め
る
意
見
も
あ
っ
た
〉

増
加
。
倍
腐
郡
の
較
素
量

に
改
華
か
み
ら
れ
、
本
年

度
は
一
回
の
放
流
量
を
倍

増
さ
せ
る
な
ど
し
て
嘩
址

す
る
こ
と
薫
珂
琶
し
た
。

水
苔
市
長
は
「
水
源
で

も
あ
り
、
上
湾
に
頁
分
が

偉
人
し
な
い
よ
う
お
円
い

し
た
い
」
と
要
望
〉
樽
債
代

哀
ば
「
シ
ジ
ミ
の
生
n
議

と
あ
い
さ
つ
し
た
＝
写
議
は
改
新
し
て
き
た
か
、

河
口
堰
上
流
の
蕪
一
郎
甥
銅
雛
配

『
、
一
山
東
海
梅
雨
入
り

き
≠
璃

名
古
屋
地
方
究
象
台
は
8

日
、
「
東
海
地
方
が
梅
雨
入
り

し
た
と
み
ら
れ
る
」
と
発
表
し

た
。
平
年
と
同
じ
日
で
、
昨
年

に
比
べ
て
1
7
日
遅
い
。

名
古
屋
市
中
村
区
の
名
古
屋

駅
前
で
は
、
午
後
5
時
ご
ろ
か

ら
雨
が
降
り
始
め
、
研
く
な
る

に
つ
れ
て
雨
脚
が
強
ま
っ
た
。

金
を
差
し
て
家
路
を
急
ぐ
人
の

中
に
は
、
バ
ッ
グ
や
タ
オ
ル
を

頭
に
乗
せ
て
、
雨
を
し
の
ご
う

と
す
る
人
の
額
も
あ
っ
た
。

岩
屋
ダ
ム
貯
水
率

5
割
切
れ
ば
節
水

水
資
荏
樺
、
来
週
に
も

独
立
行
政
法
人
・
蛮
機

構
の
木
曽
川
用
水
総
合
管
理
所

（
愛
知
県
稲
沢
市
）
は
8
日
、
岩

屋
ダ
ム
（
岐
阜
県
下
呂
市
）
の
貯

水
率
が
5
割
を
切
れ
ば
節
水
を

要
請
す
る
と
関
係
自
治
体
に
伝

え
た
。
東
海
地
方
は
同
日
梅
雨

入
り
し
た
が
、
貯
水
l
は
6
割

を
下
回
っ
て
お
り
来
週
に
も
節

水
が
始
ま
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
日
、
東
海
3
県
と
名
古

屋
市
、
土
地
改
良
区
な
ど
の
担

当
者
ら
が
、
貯
水
土
の
低
下
が

続
い
た
携
合
の
節
水
対
某
の
方

法
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
話
し
合

っ
た
。
小
川
豆
所
長
は
、
1
週

間
前
は
約
7
4
％
だ
っ
た
貯
水
率

が
1
5
讃
低
下
し
た
こ
と
を
挙

げ
、
「
同
校
の
状
況
が
続
く

と
、
来
週
に
も
対
旅
（
節
水
）

が
必
要
に
な
る
」
と
述
べ
た
。

影
響
を
受
け
る
の
は
、
愛
知

県
の
一
宮
、
寄
臼
井
市
な
ど
尾

張
地
域
の
1
3
市
4
町
1
村
、
岐

阜
県
の
護
加
茂
、
可
児
市
な

ど
2
市
4
町
、
三
重
県
の
桑

名
、
四
日
市
市
な
ど
北
勢
地
域

の
1
市
4
町
0
2
0
0
5
年
の

節
水
を
参
考
に
、
今
年
の
節
水

率
を
検
討
す
る
方
針
ご
」
の
時

は
水
通
水
の
場
合
、
貯
水
量
が

5
割
を
下
回
っ
た
段
隅
で
5

％
、
4
割
で
1
0
％
、
3
割
で
1
5

％
の
節
水
を
求
め
た
。

設
楽
ダ
ム
公
開
講
座

通
称
喝
称
カ
ウ
セ
ミ

運
革
ア
ー
ム
決
め
る

一
県
が
主
催
す
る
設
楽
ダ

ご
公
開
講
座
の
運
営
チ
1

■
ム
（
リ
ー
ダ
ー
二
戸
田
敏

行
愛
知
大
教
授
）
の
廼
二

、
回
会
合
が
十
六
日
、
幾
橋

．
市
内
で
あ
り
、
講
座
の
遮

蔽
を
「
と
よ
が
わ
流
域
園

“
民
セ
ミ
ナ
ー
」
と
す
る
こ

と
な
ど
養
決
め
た
。

■
　
通
称
の
韓
称
は
「
カ
ワ

ル
セ
ミ
」
。
第
一
回
の
講
座

L
は
七
月
下
司
に
震
橋
市
内

壱
聞
き
、
「
流
域
っ
て
何

り
」
を
テ
ー
マ
と
し
、
講

潤
や
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

壷
行
う
こ
と
も
決
め
た
。

琴
一
回
テ
ー
マ
は
「
ダ
ム

っ
て
何
り
」
と
し
、
三
回

日
以
降
は
防
災
や
農
業
、

水
閑
地
振
鎖
な
ど
を
テ
ー

マ
に
選
ぶ
。

チ
ー
ム
は
地
域
政
燕
や

水
甥
鳩
な
ど
の
草
門
家
五

人
で
構
成
。
讃
唾
は
設
葵

町
に
建
設
が
予
定
さ
れ
る

投
棄
ダ
ム
へ
の
県
民
理
解

を
深
め
る
目
的
で
、
本
年

庖
初
め
て
実
施
す
る
。
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◇◇◇会員の皆さまへ “イベント参加＆２０１２会費”のお願い◇◇◇
＜①、②とも 問合わせ先 「設楽ダムの建設中止を求める会」事務局（奥宮宅℡ ０５３２－５４－７３０５）

―乞うご期待！ 奥三河・設楽を歩くシリーズ― （詳しくは同封チラシ参照）

① ６／２７（水） 第 1回 「田口の町並と鹿島山～鞍掛山の山並を見る」

この度設楽町の住民が中心となって、設楽の自然を紹介していこう、

ということになりました。この会が町おこしに繋がったら幸いです。設

楽には 50年来“手つかず”の自然が息づいています。

次回は清流を眺めながら、東海自然歩道も歩いていただく計画です。春

は花桃の里へ、と設楽の自然をご紹介させていただきます。ぜひみなさ

ん、設楽へお越し下さい。 ･････設楽の自然を愛でる会・会員一同

◆参加費：1千円（奥三河郷土資料館入場券、昼食付）※雨天の場合は中止

―総事業費３千億円の設楽ダムは中止し、 東北大震災の復旧復興に回せ！―

② ８／２０（月）「設楽ダムの建設中止を求める」控訴審・第８回口頭弁論

第 7 回口頭弁論で控訴人（住民）側は、豊川の治水・利水・環境と、ダ

ムサイト周辺の地質地盤について、検証ポイントを示した地図と検証の意

義を明らかにして、検証実施を行うよう要請しました。

ところが、被控訴人（県知事ら）側は、不要とする「反論」意見書を提

出。ただちに控訴人側は「求釈明」を表明したところ、裁判官は合議の結

果、今後の裁判の進め方「進行協議」を７／９に持つこととなりました。

◆「控訴審」裁判・第 8回口頭弁論 と き・ところ 午後 4時～名古屋高裁・第 1号法廷

―みんなでつくるホンモノの地方自治 “現実を知る／学びの場／ネットワーク”―

③７／２２(日) 第 54回自治体学校｢健全で安全な水循環を考える｣分科会
＜問合わせ先：「名古屋水道労組」（０５２－９７１－３１０５）、又は「豊橋市職員労組」（０９０－１２８４－１２９８）

「水」は、健全な水循環によって保たれ、自然と共存してしか利用が出

来ない国民共有の財産です。「自治体学校」実行委員会では、自治体労組と

市民団体など協力し、水を通じて、持続可能な社会をつくるための学習･討

論を行います。また、「災害に必要な備え」についても考えます。

＊講 演：市野 和夫・元愛知大学教授

＊レポート：「長良川市民学習会」「設楽ダムの建設中止を求める会」など

◆と き・ところ 10：00～16：00 於；アクトシテイ浜松、参加費；1千円（上限 20名）

―２０１２年度の会員更新（及び新規申込み）などのお願い―

徳山ダム「導水路」裁判にいっそうのご支援をお願いします！

日頃より、「導水路はいらない！愛知の会」にご協力いただき有

り難うございます。現在、2012年度の会員更新を承っております。

ムダな「導水路」事業を止めさせるべく、引き続き会員（一般

及び原告）として、いっそうのご支援をお願いいたします。

会費納入にあたっては、同封「振込票」をご活用下さい。

＊原告会員････１口・５千円

（※ご協力可能な方は、２口・1万円をよろしくお願いします。）

＊一般会員････１口・２千円


